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はじめに

近年，我が国の障害のある子供を取り巻く環境は，共生社会の形成に向けて大きく変化している。

平成18年12月，国連総会において「障害者の権利に関する条約」が採択され，条約の中で，「インク

ルーシブ教育システム」とは，人間の多様性の尊重等の強化，障害者が精神的及び身体的な能力等を

可能な最大限度まで発達させ，自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下，障害

のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり，障害のある者が教育制度一般から排除されないこ

と，自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること，個人に必要な「合理的配慮」

が提供される等が必要とされている。日本では，平成23年の障害者基本法の一部改正をはじめ，障害

者総合支援法や障害者差別解消法の制定など制度の整備が進められ，平成26年１月に同条約が批准さ

れたところである。

また，文部科学省の中央教育審議会初等中等教育分科会において，今後の我が国の特別支援教育の

在り方等についての議論が進められ，平成24年７月に「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」が取りまとめられた。その報告の中で，「共生

社会の形成に向けて，障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要

であり，その構築のため，特別支援教育を着実に進めていく必要がある。」，「特別支援学校は，イン

クルーシブ教育システムの中で重要な役割を果たすことが求められ，そのため，センター的機能の一

層の充実を図るとともに，専門性の向上にも取り組む必要がある。」などと述べられている。

それらを踏まえ，当センターでは，平成24・25年度，「特別支援学校における一貫性・系統性のあ

る指導の在り方に関する研究－知的障害のある児童生徒のｐｄｃａサイクルに基づいた授業づくりを

目指して－」を研究主題として調査研究に取り組んだ。具体的には，１単位時間の授業づくりサイ

クルに基づいた「授業づくりにおける視点」として，「実態把握に基づく具体的な目標設定の在り方」，

「主体的な活動を促すための工夫や言語活動の充実の工夫」，「学習評価と教師の指導の評価の在り

方」，「授業改善のための効果的な授業参観と授業検討会の在り方」を提案したが，全体指導計画や

個別の指導計画等の改善や指導内容の選択・組織の在り方，指導の評価等について課題が残った。

そこで，前次研究に続き平成26・27年度は，「特別支援学校における一貫性・系統性のある指導の

在り方に関する研究Ⅱ－知的障害のある児童生徒の指導目標の設定及び指導内容の選択・組織の工夫－」

を研究主題として，調査研究に取り組むこととした。まず，県内特別支援学校を対象に実態調査を行

い，「全体指導計画と個別の指導計画，授業との関係」，「指導内容の選択・組織」，「評価」などにつ

いて現状を明らかにした。次に，目標設定の在り方について，「多面的な実態把握の下，チェックリ

ストや課題分析を活用し，発達の段階を踏まえた目標設定が重要であること」などを提案した。また，

指導内容の選択・組織の工夫については，「指導内容の選択」と「指導内容の組織」について改めて

整理するとともに，具体的な進め方について提案した。さらに，研究協力員の協力を得て，一貫性・

系統性のある指導の在り方について，具体的な実践を通して検証を行ってきた。

本研究の成果が，特別支援学校の教員の専門性向上につながり，障害のある児童生徒の指導に生か

され，一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の一層の充実が図られることを期待したい。
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第１章 研究主題に関する基本的な考え方

【研究主題】 特別支援学校における一貫性・系統性のある指導の在り方に関する研究Ⅱ

－知的障害のある児童生徒の指導目標の設定及び指導内容の選択・組織の工夫－

１ 知的障害教育における授業づくり

知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校（以下：知的障害特別支援学校）

の授業づくりは，児童生徒が所属する学習 集団の全体指導計画と一人一人に作成する個別の指

導計画を関連させながら，Ｐ（計画）→Ｄ（実施）→Ｃ（評価）→Ａ（改善）というサイクルに

基づいて設定している。知的障害のある児童生徒の学習上の特性として，学習によって得た知識

や技能が断片的になりやすく，実際の生活の場で応用されにくい。また，成功体験が少ないこと

などにより，主体的に活動に取り組む意欲が十分に育っていないことなどが挙げられている。

このようなことから，知的障害特別支援学校の授業づくりにおいては，教職員の共通理解，学

部間の連携，実態等に即した指導内容の選択・組織，段階的な指導など，一貫性・系統性のある

指導が大切であると言える。

そこで，前次研究では，特別支援学校における一貫性・系統性のある指導に関する取組の現状

と課題を把握し，一貫性・系統性のある指導につながる授業づくりの視点に基づいた授業改善に

ついて検証を行った。具体的には，１単位時間の授業づくりにおける視点を提案し，授業改善に

向けた取組について検証することができた。また，研究を通して，幼稚部から高等部までの長期

的な視点で全職員が共通理解することや発達の段階や教科の系統性を踏まえて指導を行うことが

重要であるということが改めて分かった。前次研究の成果と課題は，以下のとおりである。

特別支援学校における一貫性のある指導と系統性のある指導について，長期的な視

成
点や一人一人の教育的ニーズ，発達の段階，生活経験，教科の系統性を踏まえ，整理

することができた。また，実態調査の結果から現状と課題を踏まえ，授業づくりのｐ

ｄｃａの段階ごとに，実態把握に基づく具体的な目標設定の在り方，主体的な活動を

果
促すための工夫や言語活動の充実の工夫，児童生徒の学習評価と教師の指導の評価の

在り方，授業改善のための効果的な授業参観と授業検討会の在り方といった「授業づ

くりの視点」を提案することができた。

「授業づくりの視点」についての提案を行うことができたが，その有効性の検証に

課
ついては，「授業づくりの視点」の活用を通して，授業改善に向けての取組に関する

事例を蓄積するとともに，教師の指導の評価の観点などのチェック項目などを再検討

する必要がある。また，「授業づくりの視点」の活用を通した全体指導計画や個別の

題
指導計画の改善について，十分に検証を行うことができなかった。「授業づくりの視

点」を活用し，明らかになった成果と課題を各学校の一貫性・系統性のある指導の充

実につなげるための方策等について，具体的に検証を進める必要がある。






